
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

 

令和７年７月２日 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市条例第３７号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成２７年相模原市条例

第４１号)の一部を次のように改正する。 

別表第１中１の項を削り、２の項を１の項とし、３の項を２の項とし、４の項を

３の項とし、同表５の項中「別表第２第３項の表５の項」を「別表第２第３項の表

４の項」に改め、同項を同表４の項とし、同表中６の項を５の項とし、７の項を６

の項とし、８の項を７の項とする。 

別表第２第１項中「掲げる事務」の次に「又は法第９条第１項に規定する準法定

事務」を加え、同項の表１の項中「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置

に関する情報」を「外国人(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につい

て(昭和２９年５月８日付け社発第３８２号厚生省社会局長通知)に基づく外国人

(日本の国籍を有しない者をいう。)をいう。以下同じ。)であって生活に困窮する

ものに係る生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)による措置に準じた措置に関す

る情報(以下「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報」とい

う。)」に改め、同表６の項中「(昭和２５年法律第１４４号)」を削り、同表に次

のように加える。 

２９ 市 

 長 

外国人であって生活に困窮するも

のに係る生活保護法による保護の 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ 



 決定及び実施、就労自立給付金の

支給、保護に要する費用の返還又

は徴収金の徴収の取扱いに準じた

事務に関する事務(別表第３にお

いて「生活に困窮する外国人に対

する生活保護の措置に関する事

務」という。)であって規則で定

めるもの 

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 

 別表第２第３項の表中１の項を削り、２の項を１の項とし、３の項から７の項ま

でを１項ずつ繰り上げる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


